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新契約方式での請求書見本

新契約方式での業務委託料の請求は、センター業務委託料と会員業務委託料に分かれた

請求となります。（当センターがまとめて請求することに変わりはありません。）

① センター業務委託料［適格請求書］ ② 会員業務委託料［非適格請求書］

(センターへの事務費等にあたるもの)     (会員への配分金にあたるもの)

会員は、基本的に年間課税売上高が１，０００万円以下の「消費税免税事業者」であるた

め、インボイスを発行することができません。

そのため発注者は、会員業務委託料に係る消費税について仕入税額控除ができません。

ただし、発注者が次のいずれかに該当する場合は、これまでの消費税納税の取り扱いと変

更はありません。

① 個人や家庭など事業者ではない者

消費税申告納税対象外（納税義務対象外）

② 簡易課税制度を選択している事業者

消費納税額計算に際してインボイスを必要としないためこれまでと同じ取り扱い

③ 官公庁などの一般会計による事業

みなし仕入税額控除が適用され、これまでと同じ取り扱い


